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機密性2 
１．保険運営の企画 

（１）保険者機能の発揮による総合的な取組の推進 

 「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」に基づき、今後、保険者として実現すべき３つの目標；①「医療等の質や効率
性の向上」、②「加入者の健康度を高めること」、③「医療費の適正化」それぞれの目指すべき姿に向けて、加入者および事
業主に対して又は地域の医療提供体制に対して、直接的に働きかけを行う業務を更に強化する。 

 具体的には、医療等の質、地域の医療費、健診データ、加入者・事業主からの考えを収集・分析するとともに、「データヘル
ス計画」の確実な実施や、地域医療のあり方に対する必要な意見発信等、（２）以下に掲げた各事項について積極的な取組
を行う。 

各事業の実施状況は、（２）以降に掲載 

《実施計画》 

《実施結果》 
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機密性2 
１．保険運営の企画 

（２）平成３０年度に向けた意見発信 

① 平成30年度に実施される第７次医療計画、第７期介護保険事業（支援）計画、第３期医療費適正化計画、国民健康保険
制度改革（都道府県による財政運営等）について、加入者・事業主を代表した立場で関与し、他の保険者と連携しなが
ら、平成30年度以降のあるべき姿も見据えた意見発信や働きかけを行う。 

② 各種審議会等に積極的に参加し、地域医療政策の立案などに関して協会の意見を発信して行く。なお、意見発信に当
たっては、協会が収集・分析したデータの活用に努める。 

③ 地方自治体や医療関係団体等との間で医療情報の分析や保健事業における連携を強めるとともに、関係機関と共同し
て加入者の健康増進や医療費の適正化、各種広報を実施するなどの連携推進を図る。 

青森県（医療審議会、被用者保険等保険者連絡協議会、保険者協議会、医療費適正化計画実施懇話会、後期高齢者
医療広域連合運営懇談会）、地域医療構想調整会議（津軽、下北地域）、国保運営協議会（青森県、青森市、八戸市、
弘前市、三沢市）に参画、職域保険者として意見発信を行った。 

平成26年2月に青森県、同年3月に八戸市と連携協定締結以降、平成29年度においては、以下の関係機関と連携協定
を締結。 

《実施計画》 

《実施結果》 

 自治体 H29.9.27  青森市※1 H30.1.23  弘前市※2 H30.1.30  深浦町 H30.1.30  おいらせ町 
 
 

 医療関係団体 H29.6.14  県医師会 H29.9.4  県薬剤師会 H29.10.11  県歯科医師会 H29.12.1 
 弘前市医師会と糖尿病性腎症 
 重症化予防の相互協力開始 

 経済団体 H29.11.6 
 経済５団体 （青森県商工会議所連合会、青森県商工会連合会、青森経済同友会、青森県中小企業団体中央会、 
         青森県経営者協会） 

・11/22のあおもり健康延伸フェアにて協会けんぽ・国保共同の分析結果発表。また、青森市作成冊子「あおもり 

 健康づくり実践企業だより」に分析結果掲載。 

・被扶養者への特定健診受診案内に青森市がん検診勧奨チラシを同封。 

・被扶養者への特定健診受診案内に弘前市がん検診勧奨チラシを同封。 

・弘前大学病院の門前薬局へジェネリック医薬品使用促進の合同訪問を実施。 

 

※1 

 

 

※2 

①、② 
 

 

 

 

③ 
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機密性2 
１．保険運営の企画 

（３）地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 

① 医療費適正化対策の一環として、支部の実情に応じたパイロット事業に取組む。 

② 協会けんぽに付与された事業主に対する調査権限を必要に応じて活用し、現金給付の審査の強化を図る。 

③ 「データヘルス計画」の確実な実施を図るとともに、支部の実情に応じて、医療費適正化のための総合的な対策を、関
係機関と連携しつつ積極的に立案・実施していく。加えて、協会が収集・分析したデータ等を活用し、地域の実情に応じ
た効果的な意見発信を行う。 

① パイロット事業は（４）③に掲載 

② 現金給付審査強化は２．（６）に掲載  

③ データヘルス計画は３．保健事業に掲載  

《実施計画》 

《実施結果》 
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（４）ジェネリック医薬品の更なる使用促進 

 国が新たに掲げたジェネリック医薬品の目標である「平成29年央に70%以上、平成30年度から平成32年度末までのなるべく
早い時期に80%以上」を達成するため、ジェネリック医薬品の更なる使用促進を図る。 

  ① ジェネリック医薬品軽減額通知サービスの対象範囲の更なる拡大を図るとともに、使用促進効果を着実なものとする 

     よう、年度内に２回の通知を継続する。 

  ②  事業所、加入者、医療機関等へジェネリック医薬品希望シール、Ｑ＆Ａ、リーフレット等を配布するとともに、青森県薬 

          剤師会等と連携し、健康保険委員研修会等で説明を行うなど、きめ細かな普及啓発に努める。 

  ③  パイロット事業として青森県薬剤師会と連携して「ジェネリック医薬品アドバイザー薬局」指定事業に取組み、更なる使 

          用促進の広報に努める。 

  ④  地域・薬効ごとの使用状況等の分析に取組み、新たな施策の検討などを目指す。 

  ⑤  青森県後発医薬品安心使用促進協議会へ積極的に参画し、意見発信を行う。 

《実施計画》 



機密性2 

① ・ 8月と2月に軽減額通知を実施、通知対象を調剤減額可能額100円以上→50円以上に広げたことにより、前年と比べ 

    て対象者数が15,230件増加した。【実績】送付件数：91,505件 

② ・ 初任者社会保険事務講習会において使用促進・ＱＡ及び③の「アドバイザー薬局」について説明を行った。 

         【実績】開催：4会場、出席者数：207名（9月） 

② ・ 八戸市主催の八戸市環境・健康フェスタにおいて肺年齢測定と併せジェネリック希望シール・リーフレット等を配布 

    した。【実績】来場者数：264名（10/1） 

③ ・ 青森県薬剤師会と連携のうえ「アドバイザー薬局」を指定、当該薬局へステッカー・ミニのぼりを設置、県内アドバイ 

        ザー薬局一覧を作成し、8月の軽減額通知に同封のうえ広報を行った。 

② ・ 弘前市と連携のうえ弘前大学病院前の7薬局を訪問、使用促進依頼のほか促進状況やアドバイザー薬局事業の 

        影響等意見交換を実施（2月） 

④ ・ 薬効・年齢階級別の使用状況の分析を実施、県薬剤師会へ情報提供を行い、次の施策を検討する。 

② ・ 医薬品別の後発品使用割合の分析を実施、県薬剤師会及びアドバイザー薬局へ展開作業中。 

⑤ ・ 2月に開催、県薬剤師会との連携・アドバイザー薬局の取組みについて説明を行った。 

《実施結果》 
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ジェネリック医薬品使用状況 
28年度実績 
（3月末） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

ジェネリック医薬品 
使用割合 

青森 

使用割合（％） 72.8 72.9 73.0 73.3 72.1 72.6 73.4 73.2 73.6 74.1 75.3 76.3  － 

順   位（位） 9 10 10 10 11 11 11 11 15 16 20 14  － 

全国 使用割合（％） 70.4 70.6 70.7 70.9 70.1 70.6 71.2 71.1 72.0 72.7 74.3 74.6  － 



機密性2 
１．保険運営の企画 

（５）地域医療への関与 

 前記（２）「平成３０年度に向けた意見発信」で掲げた事項のほか、地方自治体等が設置する健康づくりに関する検討会等に
対して、加入者・事業主を代表する立場で関与し、他の保険者と連携しながら関係機関への働きかけや意見発信を行い、地
域医療に貢献する。 

青森県（各種事業検討会）及び青森市健康寿命延伸会議に参画、職域の立場から意見発信を行った。 

《実施計画》 

《実施結果》 

（６）調査研究の推進等 

① 医療・介護に関する情報の収集・分析を的確に行うため、各種情報リストや医療費分析マニュアル等を活用し、地域ごと
の医療費等の分析に取組む。 

② ジェネリック医薬品の使用促進のため、地域・薬効ごとの使用状況の分析に取組む。（再掲） 

③ 保険者機能の発揮に向けて、ＧＩＳ（地理情報システム）の活用により、加入者・事業主や関係機関等へ視覚的に分かり
やすい分析結果の提供に取組む。 

① 連携協定締結の自治体のうち、青森市・八戸市の健診結果データの分析を実施。 

② 併せて市において国保データと協会けんぽ分析データを集約のうえ分析を実施、市民の健康課題の明確化を進めて         
いる。30年度においては、弘前市・深浦町・おいらせ町においても共同分析開始。 

③ 事業所健康度診断書を作成、事業所別・業種別の健診受診率及び医療費の分析を行った。 

《実施計画》 

《実施結果》 
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機密性2 
１．保険運営の企画 

（７）広報の推進 

① 支部ホームページやメールマガジンを活用した積極的な情報提供を継続する。 

② 地方自治体や関係団体が行う健康セミナー等へ積極的に関与し、協会の取組を紹介するとともに、連携による広報や
各種メディアへの情報発信を強化する。 

③ アンケート等により、加入者・事業主から直接意見を聞き、わかりやすく、加入者・事業主に響く広報を行う。 

① ・ ホームページ「協会けんぽからのお知らせ」に青森支部独自作成情報58件掲載した。 

① ・ メルマガは毎月配信実施（配信件数毎月1,700件）、平成29年度の新規登録目標件数を160件として、納入告知書や各 

    研修会、健康保険委員委嘱時による登録依頼のほか、健康宣言事業所へ直接登録依頼を実施。 

       【実績】新規登録185件、達成率116% 

② ・ 年金事務所、社会保険協会主催のセミナーへの講師派遣、青森市・八戸市主催のイベントへの関与、弘前市医師 

    会主催勉強会、五所川原労働基準監督署主催の健康づくり説明会、県内経済５団体との健康経営キックオフイベ 

        ント、県医師会セミナーにて協会けんぽの取組み発表を実施。 

① ・ 健康宣言取組み事業所のＴＶＣＭ紹介を実施（12月～3月まで民放3局計134本） 

③ ・ ジェネリック医薬品（アドバイザー薬局事業）のアンケートを1月に実施、現在集計中。  

《実施計画》 

《実施結果》 

（８）的確な財政運営 

 財政運営の状況を適切に把握し、協会の中長期的に楽観視できない保険財政、他の被用者保険との保険料率の格差、高
齢者医療の公平かつ適正な負担の在り方等について、加入者のみならず広く関係者の理解を得るための情報発信を行う。 

• 医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字構造であること、医療費の地域差を反映した保険料率であること等をイベント
にて発表を行った。（11月経済団体との健康経営キックオフイベント、12月県医師会県民公開講座） 

• 平成30年度保険料率の決定に合わせて、各事業所・関係団体のほか新聞広告による広報実施。 

《実施計画》 

《実施結果》 
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機密性2 
１．保険運営の企画 

（９）健康保険委員の活動強化と委嘱者数拡大 

① 健康保険事業に関する知識の向上および事業所における広報・相談・各種事業推進のため、委員を対象とした研修会
の内容等の充実を図る。 

② 健康保険委員表彰を実施する。 

③ 日本年金機構や関係団体と協力・連携を図りながら、新規適用事業所や未選任事業所に対する勧奨等により、委嘱者
数の更なる拡大に努める。 

① ・ 算定基礎届説明会にて、健康保険委員を対象とした実務研修会を実施。（6月に5会場開催、出席者合計629名） 

① ・ 委員実務研修会を実施。（11月に4会場開催、出席者合計385名 2月に4会場開催、出席者合計327名） 

① ・ 委嘱3年以内の健康保険委員対象の初任者社会保険事務講習会を実施。（9月に4会場開催、出席者合計207名） 

② ・ 11/15 関係機関と共催実施（全国健康保険協会理事長表彰 3名、支部長表彰 7名） 

③ ・ 新規適用事業所へ健康保険委員の勧奨を実施。（7月・458件、11月・266件、合計724件） 

③ ・ 新規健康宣言事業所に健康保険委員がいない場合は訪問勧奨を実施。（訪問 計39社） 

③ ・ 被保険者100～500名事業所へ文書勧奨実施（12月に144事業所へ勧奨、3月に138事業所へ再勧奨） 

    【実績】平成29年度 純増21名、被保険者カバー率 37.98%（前年度末のカバー率 36.66%） 

《実施計画》 

《実施結果》 

健康保険 
委員 

 
委嘱者数（人／月末時点） 

28年度実績 
（合計） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
29年度実績 
（合計） 

1,530 1,527 1,525 1,522 1,523 1,523 1,525 1,522 1,529 1,533 1,535 1,536 1,551 1,551 

内
訳 

委嘱 86 5 13 8 7 3 4 4 8 10 2 3 18 85 

解嘱 59 8 15 11 6 3 2 7 1 6 0 2 3 64 
委嘱人数の増減(人) 
（目標： 25人純増） 

27 ▲ 3 ▲ 2 ▲ 3 1 0 2 ▲ 3 7 4 2 1 15 21 
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機密性2 
２．健康保険給付等 

（１）サービス向上のための取組 

① 加入者等のご意見・苦情等への適切な対応、お客様満足度調査の結果を踏まえた職員研修の実施や電話応対マニュ
アルの改善により、更なるお客様サービスの向上を図る。 

② 現金給付のサービススタンダード達成に向け、的確な進捗管理を行うとともに、事務処理誤りの発生防止に努め、正確
かつ着実な支給を行う。 

③ 健康保険給付などの申請については、郵送による申請を促進するため、各種広報や健康保険委員研修会等において
周知する。 

① お客様から頂いたご意見等を把握し、業務にフィードバックさせ、お客様サービスの向上を図った。お客様満足度調査
の結果を分析し、10月から電話対応チェックシートによるセルフチェックを行い、弱い部分について改善を図った。 

② 【実績】 

       ・サービススタンダードの達成率：100％ 

       ・事務処理誤りの発生件数： 2件（給付金の振込不能、支給金額誤り、各１件） 

        いずれも、発生後、ただちにお詫びと再処理を行うとともに、原因を検証のうえ再発防止を図った。 

③ 健康保険委員を対象とした研修会等において、申請方法等をわかりやすく説明した。また、書類の郵送提出についても
案内し、郵送化を促進した。 

《実施計画》 

《実施結果》 

72.5  
74.0  73.6  

69.1  
71.7  

73.8  73.4  73.3  
70.8  72.1  

74.3  74.9  

79.9  80.6  81.6  
79.2  

81.9  82.7  81.6  81.8  80.8  81.4  
83.1  82.9  

65

70

75

80

85

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

申請書郵送率（％） 

28年度 

29年度 
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機密性2 
２．健康保険給付等 

（２）限度額適用認定証の利用促進 

① 限度額適用認定証の利用について、事業主や健康保険委員等に対して各種広報を実施するとともに、地域の医療機関
と連携し、窓口に限度額適用認定申請書を配置するなどして利用促進を図る。 

② 高額療養費の未申請者に対し、あらかじめ申請内容を印字した支給申請書を送付し、申請を勧奨する。 

① 各種の広報誌や研修会等を活用し、限度額適用認定証の利用を促した。また、医療機関へ限度額適用認定申請書と
返信用封筒を配布し、入院患者等へ案内するよう依頼した。また、限度額適用認定証の利用率が低い３病院に対して、
訪問による依頼を行った。 

② 申請内容を印字した高額療養費支給申請書を計画的に送付し、申請するよう促した。 

   【実績】平成29年9月診療分まで実施済 

《実施計画》 

《実施結果》 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

28年度 1,170 2,435 3,728 5,080 6,579 8,095 9,326 10,636 11,937 13,268 14,510 15,824

29年度 1,119 2,490 3,874 5,306 7,256 8,609 10,058 11,399 12,728 14,191 15,425 16,841

0
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8,000
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16,000

限度額適用認定証発行状況 

（枚） 



機密性2 
２．健康保険給付等 

（３）窓口サービスの展開 

地域の実情を踏まえ、支部窓口のほか、引続き３市の年金事務所に職員を配置し、各種申請等の受付や相談業務を行う。 

繁忙期（4月）には、状況に応じ窓口職員を増員するなどの対応を行った。 

３市の年金事務所の窓口について、利用状況や地域の実情を踏まえ検討し、２つの窓口を閉鎖した。 

 ・ 弘前窓口 平成29年7月閉鎖 

 ・ むつ窓口 平成30年3月閉鎖 

なお、八戸窓口は、平成30年度も継続して開設する。 

《実施計画》 

《実施結果》 

（４）被扶養者資格の再確認 

 無資格受診の防止ならびに高齢者医療費に係る拠出金等の適正化に資するため、日本年金機構と連携し、事業主の協力
を得つつ再確認作業を着実に行う。 

各事業所の協力の下、89.9％の事業所から健康保険被扶養者状況リストを提出いただいた。 

【支部実績】解除届受理：771枚（838名分） 

被扶養者資格の再確認の結果、全国で被扶養者から除かれた方は約7.6万人（Ｈ29.10末現在）、削除による高齢者医療制度
への負担軽減額は18億円程度となった。 

 

《実施計画》 

《実施結果》 

10 



機密性2 
２．健康保険給付等 

（５）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

① 柔道整復施術療養費の適正化のため、多部位かつ頻回の申請について、加入者に対する文書照会を行うとともに、必
要に応じ施術者に照会する。 

② 加入者への照会時にパンフレットを同封し、柔道整復施術受診についての正しい知識を普及させるための広報を行い、
適正受診の促進を図る。 

① 多部位かつ頻回の申請のほか長期受療の申請についても加入者へ文書照会し、疑義が生じた場合には施術者へも照
会する等、適正化に努めた。 

   【実績】照会 1,990件、回答 1,288件 

② 適正な受療を促すため、上記照会文にパンフレットを同封し、対象となる負傷や受療時の注意点等についてお知らせし
た。 

《実施計画》 

《実施結果》 

（６）傷病手当金・出産手当金の審査の強化 

① 保険給付の適正化のため、傷病手当金・出産手当金の審査強化に努める。 

② 審査で疑義の生じた案件は、支部の保険給付適正化プロジェクトチーム会議において適否を判断するとともに、必要に
応じ事業主への立入検査を実施する。 

① 不正受給防止のため、特に高報酬者や資格取得後間もない申請については事業所照会等を行い、審査を強化した。 

② 本年度は、立入検査等を実施するまでに至った案件はなかった。 

《実施計画》 

《実施結果》 
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機密性2 
２．健康保険給付等 

（７）効果的なレセプト点検の実施 

① 診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに、医療費の適正化を図るために資格・外傷・内容の各点検を実
施する。 

② 内容点検においては、点検効果額向上計画を策定し自動点検マスタ等のシステムを最大限活用し、点検効果額の向上
に努める。 

③ 点検員のスキルアップを図るため、支部内研修・医科検討会、査定事例の収集・共有化、外部委託業者のノウハウ取得
を進め、機能的な点検体制の確立に努める。 

医療費の適正化のため、次の３種類の点検を行った。 

【①、②共通】 

ア 資格点検（加入の有無等を確認） 

イ 外傷点検（負傷原因を確認） 

ウ 内容点検（医療機関からの請求内容を確認） 

 

 

③ 毎月延べ２日間以上を、ミーティングや研修時間に当て、レセプト点検員のスキルアップに努めた。 

《実施計画》 

《実施結果》  ア 医療機関へ返戻 本人へ返還請求 合計 

件数(件) 14,627 1,792 16,419 

金額(円) 552,240,409 11,994,313 564,237,722 

 イ 医療機関へ返戻 業務上・通勤災害 第三者行為 合計 

件数(件) 95 300 1,239 1,634 

金額(円) 1,902,645 13,814,815 71,825,295 87,542,755 

 ウ 査定   
※ 加入者１人当たりの 

  査定効果額： 86円 

件数(件) 13,313 

金額(円) 38,231,400 
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効果額 
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機密性2 
２．健康保険給付等 

（８）資格喪失後受診等による債権の発生防止のための保険証の回収強化 

① 帳票アウトソースによる保険証返納催告に加え、電話による催告を早期に行う。 

② 資格喪失後や被扶養者削除後の保険証返却・回収について、医療関係団体と連携してポスター等で広報するほか、健
康保険委員研修会等を通じ周知を行う。 

③ 保険証未回収が多い事業所へは文書、電話や訪問により、資格喪失届の保険証添付について周知を行う。 

① 文書による返納催告を速やかに行うとともに、電話による催告も併せて行い、無資格受診の返納金債権の発生防止を
強化した。 

   【平成29年度平均回収率】93.43％（28年度 93.72％）（一般：93.59％、任意継続：91.63％） 

② 医療機関（受診の都度、保険証を提示）と年金事務所（保険証回収）にポスターの貼り出しを依頼するとともに、各種研
修会等で保険証回収についての協力を依頼した。 

③ 事業所訪問はできなかったが、電話により、事業主・事務担当者に対し、喪失届への証添付の徹底と資格喪失後受診
防止の主旨を伝え、協力を依頼した。 

 

《実施計画》 

《実施結果》 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

28年度合計 95.53 94.10 94.05 94.99 94.99 95.64 95.18 94.97 92.71 93.79 96.65 82.08

29年度合計 93.42 94.79 91.23 94.53 93.64 93.86 93.84 94.93 95.56 94.35 93.67 87.34

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00
保険証回収率 （％） 



機密性2 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

H28 33,010 34,620 34,700 34,670 41,500 42,840 40,890 44,510 37,970 41,110 44,130 41,020

H29 51,640 45,450 47,279 41,323 40,714 46,089 38,693 41,099 47,146 54,351 51,585 42,739
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30,000
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50,000

60,000

債権残 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

H28 17.0 25.1 39.0 44.8 45.5 49.6 53.6 55.3 63.9 64.0 63.7 67.3

H29 23.0 37.9 41.2 51.9 56.8 56.5 66.2 66.2 64.9 63.4 66.6 73.1
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60.0
80.0

全体回収率 

２．健康保険給付等 

（９）積極的な債権管理・回収業務の推進 

① 債権の早期回収を図るため、文書・電話・訪問による催告のほか、顧問弁護士名による文書催告を活用するとともに、
法的手続きによる回収の強化に努める。 

② 資格喪失後受診による返納金債権については、国保保険者との保険者間調整スキームを積極的に活用し、回収に努
める。 

③ 交通事故等による損害賠償金債権については、損害保険会社等に対して早期に折衝を図り、より確実な回収に努め 

④ 傷害事故や自転車事故等の加害者本人宛の求償事案においても適正に請求する。 

① 早期に回収するため、文書催告を速やかに行い、併せて電話や訪問による納付督励を行った。また、法的手続（支払督
促→強制執行）については、計画30件に対し33件の実績となった。さらに、債権回収強化月間には、全債務者に対して
催告文書を送付するとともに、業務グループ職員が電話納付督励を実施した。 

    【実績】（ ）内は前年度 

    回収率 件数ベース：67.71％（66.95％）、 金額ベース：73.10％（67.28％） 

② 債権回収強化のため、文書催告の際に保険者間調整のしくみ・手続き方法について案内したが、自主納付者が多数を
占め、申出者は低調に推移した。 

       【実績】   7件  698,903円 

③ 損害保険会社へ「第三者行為による傷病届」の早期提出を指導し、代位取得通知による競合請求金額の確保、支払誓
約書による時効中断措置を実施した。 

④ 「第三者行為による傷病届」や「負傷原因届」の早期提出を指導し、求償該当事案について、速やかに加害者へ請求し 

《実施計画》 

《実施結果》 

（千円） （％） 

る。 

た。 
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機密性2 
３．保健事業 

（１）データに基づいた保健事業の推進 

 健診・保健指導結果やレセプトデータ、受診状況等の分析結果を活用して、事業所・加入者の特性や課題把握に努めるとと
もに、システムの機能を最大限活用し、データに基づいた効率的かつ効果的な保健事業を推進する。 

 また、第一期「データヘルス計画」の最終年度であることから、これまでの各施策の進捗状況の確認および結果の検証等、Ｐ
ＤＣＡを十分に意識して実行し、目標の達成に努める。また、これまでの経過検証と各情報の分析結果を基に、より支部の実
態に即した第二期「データヘルス計画」を策定する。 

 

   【上位目標】 

   喫煙対策を柱とした事業を展開し、運輸業・建設業等で働く男性（40～64歳）のリスク保有者割合を減少（特に、喫煙率に 

     ついては29年度までに50.0%未満に減少）させることを目標とし、次のことを実施する。 

   

   【下位目標】 

    ① 業種団体組織自体が、働く人の健康づくり支援を意識するようになる。 

    ② 事業主の理解が深まり、会社ぐるみで生活習慣改善に取組む。 

    ③ 事業主・従業員が受動喫煙に関しての知識を持ち、職場の受動喫煙防止対策に取り組む。  

     

   【主な事業】 

    ① 「健やか隊員育成プログラム」等、職場における健康づくりセミナーを開催する。 

    ② 健康宣言・健康経営に係るサポートを展開するとともに、健康宣言事業所に対するインセンティブ顕彰を実施する。 

 

《実施計画》 
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機密性2 

① 県トラック協会・県医師会健やか力推進センターと連携、7月に県トラック協会会員事業所を対象に健康づくりセミナーと健
やか隊員育成プログラムを開催。 

② 健康宣言事業の勧奨を実施中。支部長による事業所訪問35社実施のほか、平成29年4月からの青森県健康経営認定制
度のスタート、11月に経済団体との健康経営キックオフ宣言・連携開始に伴い、健康宣言事業所が急増した。（平成29年3
月末52社→平成30年3月末222社） 

③ また、生活習慣改善をテーマにした集団学習実施（15社、うち喫煙関係3社） 

④ 青森県の受動喫煙対策事業「空気クリーン施設認定制度」申請及び施設点検代行【実績】認定：23事業所 

 

 

① ア． 健やか隊員育成プログラム 

          ・青森県トラック協会 7月 31名 

           ・むつ市下北文化会館 8月 47名 

           ・青森総合卸センター  9月 47名 

           ・(青森市と連携)青森県立保健大学 11月 35名 

           ・(    〃  )アピオあおもり    2月 31名 

     イ． とんやまち健康づくり実践塾 

     とんやまち組合員企業5社と青森総合卸センター・青森県・青森市で連携のうえ実施。（9～1月まで3回開催） 

② 事業所健康度診断（カルテ）の提供、ホームページ等広報での紹介、県内に本店を有する金融機関での金利優遇のサ
ポートを展開のほか県内健康宣言事業所19社が「健康経営優良法人2018」認定された。また12/1よりＴＶＣＭ放送開始（3
月まで民放3局計134本） 

《実施結果》 

  メタボリック 喫煙 

平成24年度 24.6% 57.1% 

平成27年度 22.5% 52.0% 

増減率 -2.1% -5.1% 

  メタボリック 喫煙 

平成24年度 20.0% 51.0% 

平成27年度 19.9% 49.7% 

増減率 -0.1% -1.3% 

 ア．運輸業（40～64歳）のリスク保有割合 イ．建設業（40～64歳）のリスク保有割合 

※ア、イともに平成28年度数値は未発表 
【下位目標】 

【主な事業】 
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機密性2 
３．保健事業 

（２）特定健康診査の推進及び事業者健診データの取得促進 

 第二期計画の最終年度であることを踏まえ、特定健診受診率の向上に最大限努力する。また、健診機関との連携を強化
し、健診の受診から保健指導を受けるまでの一貫した体制の強化と拡大を行い、加入者の利便性向上を図る。 

◎特定健康診査  実施率 65.0％（実施見込者数：144,400人） 

○ 被保険者（40歳以上）（受診対象者数：169,493人） 

  ・ 生活習慣病予防健診 実施率 60.0％（実施見込者数：101,690人） 

  ・ 事業者健診データ   取得率 12.0％（取得見込者数：20,340人） 

○ 被扶養者（受診対象者数：52,770人） 

  ・ 特定健康診査      実施率 42.4％（実施見込者数：22,370人） 

◎特定健康診査 実施率 55.2％ 

○被保険者（40歳以上）64.1％ 114,743人（62.0％ 106,826人） 

   ・ 生活習慣病予防健診 実施率   55.8％（54.3％） 

                  実施者数  99,923人（93,541人） 

   ・ 事業者健診データ    取得率    8.3％（7.7％） 

                                       取得者数  14,820人（13,285人） 

《実施計画》 

《実施結果》 
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○被扶養者 

  ・ 特定健康診査 実施率     24.3％（22.7％） 

                            実施者数  12,476人（11,716人） 
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機密性2 
３．保健事業  

（３）特定保健指導の推進 

 第二期計画の最終年度であることを踏まえ、特定保健指導実施率の向上に最大限努力する。また、被扶養者の特定保健
指導については、被扶養者の利便性などに配慮し、身近な場所で保健指導を受けられる体制を整備する。 

◎特定保健指導  実施率  22.0％（実施見込者数：5,482人） 

○ 被保険者（受診対象者数：22,940人） 

  ・ 特定保健指導   実施率   22.0％（実施見込者数： 5,046人） 

    （内訳）協会保健師実施分     15.6％（実施見込者数： 3,588人） 

         アウトソーシング分       6.4％（実施見込者数： 1,458人） 

○ 被扶養者（受診対象者数：1,960人） 

  ・ 特定保健指導   実施率    21.5％（実施見込者数：   422人） 

◎特定保健指導 実施率  14.5％ 
○被保険者26.5％ 5,917人（31.0％ 6,150人） 
  ・ 特定保健指導     実施率   15.3％（17.4％） 
               実施者数  3,419人（3,450人） 
   （内訳）協会保健師実施分       9.3％（11.1％） 
                                実施者数   2,077人（2,193人） 
        アウトソーシング分       6.1％（6.3％）  
                                実施者数   1,342人（1,257人） 

《実施計画》 

《実施結果》 
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○被扶養者 

 ・ 特定保健     実施率    1.7％（2.2％） 

           実施者数  19人（22人） 
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機密性2 
３．保健事業  

（４）重症化予防対策の推進  

① 生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及びＱＯＬの維持を図るため、健診の結果、要治療域と判定されながら治
療していない加入者に対して、確実に医療に繋げるよう、文書勧奨および保健指導の実施を進める。 

② 糖尿病性腎症患者の透析導入を防ぐため、主治医の指示に基づき保健指導を行う。 

① 重症化予防対策として文書による一次勧奨・二次勧奨の継続実施。二次勧奨対象者で未治療者への面接指導の実施。 

   【実績】 

   ・一次勧奨発送者数：4,869人 

   ・二次勧奨発送者数：1,222人 

   ・面接指導者数   ： 211人 

   【二次勧奨対象者フォロー結果】 

   ・受診確認できた人： 341人（27.9％） 
                    ※レセプト確認288人、本人申告53人 

 

② 糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定を弘前市医師会と締結（12月）：1人フォロー中（受診済み） 

《実施計画》 

《実施結果》 
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機密性2 
３．保健事業  

（５）受診勧奨対策  

① 被扶養者を対象とした「まちかど健診」「まちかど保健指導」を継続実施する。 

② 特定健診未受診者を対象とした、文書による受診勧奨を継続実施するとともに、Ｗｅｂチラシを利用した広報を行う。 

③ 健診・保健指導の受診率・実施率の向上に向け、支部幹部職員の事業所訪問による事業主等への働きかけを継続す
る。 

④ 職員の事業所訪問により「事業者健診データ」提供を依頼する際に、生活習慣病予防健診の優位性をアピールするとと
もに、未受診者への受診勧奨と保健指導の受け入れを要請する。 

① 被扶養者を対象としたショッピングモールにおける「まちかど健診」「まちかど保健指導」の実施 

  （健診：３市４会場541人受診、保健指導：３市３会場12人利用） 

 

 

 

 

② 文書による受診勧奨 

 ・ 新規適用事業所への健診案内発送：724社・2,414人 

 ・ 新規加入者への受診券発送：7,132人 

 ・ 健診機関の少ない地域での協会主催集団健診 

  （集合バス健診）案内発送：1,596事業所および任継加入者104人、被扶養者2,598人 

 ・ Webチラシ（Shufoo!）を利用した特定健診受診勧奨 

③ 支部長・職員の事業所訪問による事業主への働きかけ   【実績】35社 

④ 青森労働局との連名による事業者健診データの提供依頼文書発送：372社 

《実施計画》 

《実施結果》 

【内訳】 
まちかど健診 まちかど保健指導 

実施日 受診者 実施日 利用者 

弘前 10/28 97人 3/28 6人 

八戸 11/18 156人 
（船保含む） 

3/26 2人 

青森 
10/28 
11/12 

153人 
135人 

4/24 4人 
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機密性2 
３．保健事業  

（６）事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組（コラボヘルス）  

 「データヘルス計画」による協働事業や「健康宣言」事業を活用して、保健事業の実効性を高め、事業主を支援することで、
従業員の健康の維持・増進に最大限努める。 

 

詳細は３（１）データヘルス計画に記載 

《実施計画》 

《実施結果》 

① 県や市町村等が開催する健康づくりイベントに参加（ブースの出展等）し、加入者のヘルスリテラシーの向上および関係
団体との連携を推進する。 

② 青森県歯科医師会との連携により、特定健康診査に合わせて歯科健診、口腔ケア指導を実施し、歯の喪失と生活習慣
病の発症予防に取組む。 

③ 「健康づくり推進協議会」を開催し、広く提言・助言を仰ぐことにより、中長期的な観点から支部の保健事業の円滑かつ
効果的な推進に努める。 

④ 肝炎ウイルス検査費助成事業を県と共同で行う。 

 

① 市町村・関係団体とのイベント共催・参加（詳細は他ページに記載） 

② 事業所での歯科健診実施 

   【実績】40事業所 173名  

③ 30.2.19開催 

   保健事業及び青森支部データヘルス計画について意見をいただいた。（出席委員：9名） 

④ 肝炎ウイルス検査の本人負担分の助成事業（2,206件） 

《実施計画》 

《実施結果》 

（７）その他の保健事業の展開  
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機密性2 
４．組織運営及び業務改革  

（１）組織や人事制度の適切な運営と改革 

① 平成28年度に導入した新たな人事制度の適切な運用・活用を通じて、協会を支える人材を育成すること等により、加入
者本位、主体性と実行性の重視、自由闊達な気風と創意工夫に富んだ組織風土・文化の更なる定着を図る。 

② 個人情報保護や情報セキュリティに関する規定等の順守、アクセス権限・パスワードの適切な管理に努める等、コンプラ
イアンスの更なる徹底を図る。 

③ リスク管理について、大規模自然災害が発生した場合であっても、支部事業の継続・早期の復旧を図るため、引き続き
事業継続計画の整備を進める。 

① 支部全体の業績と個人それぞれ（役職・役割）に応じた評価の実施に合わせ、支部全体とグループ目標とを連動させた
個人目標を面談のうえ設定。 

② 平成29年度コンプライアンスプログラムを策定、個人情報保護管理委員会、コンプライアンス委員会を11回実施。 

③ 29年2月より安否確認システムの運用開始（震度5強以上地震発生時の安否状況確認体制構築）。 

《実施計画》 

《実施結果》 

（２）人材育成の推進 

 新たな人材育成制度の導入に伴い、ＯＪＴ・集合研修・自己啓発を組み合わせた研修の定着化を推進するとともに、定期的
なジョブローテーションを実施すること等により、創造的な活動ができる人材の育成を図る。 

• 4/1付新規採用職員に対して全グループを跨ぐＯＪＴを実施（4-9月）。 

• 支部内研修37回実施。（レセプト点検、保健師、情報セキュリティ・ハラスメント・個人情報保護・コンプライアンス・メンタ
ルヘルス・接遇・クリティカルシンキング） 

• 4月及び10月にグループを跨ぐジョブローテーション実施（異動者計4名） 

《実施計画》 

《実施結果》 
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機密性2 
４．組織運営及び業務改革  

（３）業務改革・改善の推進  

 業務・システム刷新の機能やデータを十分に活用した業務の実施ならびに業務の平準化を徹底し、職員のコア業務や企画
的業務への重点化を進める。 

刷新システムによる業務効率化、審査手順書（マニュアル）策定による業務平準化を徹底している。 

《実施計画》 

《実施結果》 

（４）経費の節減等の推進 

① 物品等の調達に当たっては競争入札を実施するとともに、消耗品のＷｅｂ発注を活用した適切な在庫管理等により、引
続き経費の節減に努める。 

② 調達や執行については調達審査委員会において適切に管理するとともに、ホームページに調達結果等を公表し透明性
の確保に努める。 

① Ｗｅｂ発注と消耗品受払簿による在庫管理を行い、経費節減に努めている。  

② 調達審査委員会は7回開催（計11案件）。また、調達結果は全てホームページへ公表。 

《実施計画》 

《実施結果》 
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